
ティエスひまわりクラブ明石  運営規程 

（地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業） 

（事業の目的） 

 

第１条 

 

 株式会社ティエスプランが開設する地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事

業事業所（以下「事業所」という。）が行う地域密着通所介護事業（以下「事業」という。）

は、その利用者が可能な限り、その居宅に於いて、自立した日常生活を営むことができる

よう、必要な日常生活上の支援および機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維

持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すことを目的とし、総合

支援事業の開始とともに、介護予防や日常生活の自立を支援致します。 

 

（運営方針） 

 

第２条 

 

１、事業所の従業者は、要支援者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立 

した日常生活を営むことができるよう、適切なサービスが装具的かつ効率的に提供 

されるように配慮する。 

 

２、事業の実施にあたっては、関係市町村・地域保険・医療・福祉サービスとの綿密な 

連携を図り、総合的なサービス提供に努める。 

 

（事業所の名称および所在地） 

 

第３条 

  

 事業を行う事業所の名称および所在地は、次の通りとする。 

 

（１） 名称  ティエスひまわりクラブ明石 

（２） 所在地 明石市大蔵町２２－７ 

 

 



（従業者の職種、及び職務内容） 

 

第４条 

 

 事業者に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 

 

 （１）管理者兼相談員        １名（常勤で兼務） 

 （２）生活相談員兼介護員      １名（常勤で兼務） 

 （３）介護員            １名（常勤で兼務） 

                   １名（常勤で専従） 

                   ３名（非常勤で専従） 

                   １名（非常勤で兼務） 

 （４）看護職員           ２名（非常勤で兼務） 

 （５）機能訓練指導員        ２名（非常勤で兼務） 

 （６）調理員            1名（非常勤で専従） 

                   １名（非常勤で兼務） 

 （７）運転手            ２名（非常勤で専従） 

 

（営業日および営業時間） 

 

第５条  

  

 事業所の営業日および営業時間は、次の通りとする。 

 

（１） 営業日 月曜日から金曜日までとする。（平日の祝日は営業する） 

＊但し、１２月３０日～１月３日を除く。 

 （２）営業時間 午前８時３０分～午後５時３０分までとする。 

 （３）サービス提供時間 午前８時４５分～午後４時１５分までとする。 

 

指定地域密着型通所介護の利用定員は、１５人とする。 

（介護予防・日常生活支援総合事業含む） 

 

 

 

 

 



（指定地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業の内容） 

  

第６条 

 事業の内容は、次の通りとする。 

 

（１） 送迎 

（２） 健康チエック 

（３） 食事サービス 

（４） おやつサービス 

（５） 入浴サービス 

（６） 日常動作訓練指導 

（７） レクリエーション 

（８） 口腔ケア 

 

（利用料その他の費用の額） 

 

第７条 

  

１、 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働省が定める基準および市町村が定 

   める基準によるものとする。 

２、 食事代は１食６４０円、おやつ代は１４０円とし、リハビリパンツ、パット、オム  

   ツ代は実費を徴収する。 

３、 その他、利用者の選定により事業所が提供される便宜のうち、日常生活において 

 も通常必要となるものに係わる利用料は自費とする。 

４、 次条の通常の事業の実施地域を超えて事業を要した交通費は、その自費を徴収す 

 る。なお、自動車を使用した場合の交通費は１Ｋｍあたり３０円を徴収する。 

 ５、 前４項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文 

    書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名または記名押印を受けるこ 

    ととする。 

 

 

 

 

 

 

 



（通常の事業の実施地域） 

 

第８条 

 

 通常事業所の実施地域は明石市内（明石東部エリア）とする。 

 

（サービス利用にあたっての留意点） 

 

第９条 

 

事業者はサービスの提供にあたって、次の事項に留意するものとする。 

 

（１） 利用者が機能訓練室を利用する場合は訓練器具等に、つまづいたり、器具を踏んで

転倒しないよう気をつける。 

（２） 入浴時には、床が濡れて滑りやすくなっているので転倒防止の為に必ず手すりを利 

用する。 

 

 （緊急時における対応方法） 

 

第１０条 

 

事業者は、サービスの提供中に、利用者の病状の急変、その他の緊急事態が生じた時は 

 速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならな 

 い。 

＊例、体温３７，５℃以上、血圧１６０以上（医師の指示に基づく）、血糖値７０以上、

てんかん発作、梗塞など。 

 

 （非常災害対策） 

 

 本部の指示に従い利用者様の安全確保に努める 

 

第１１条 

 

事業所は、消防計画等の防災計画に基づき、避難・急出訓練をおこなう。 

 

 



 

（その他運営に関する重要事項） 

 

第１２条  

 

１、事業所は従業者の質的向上を図る為、次のような研修の機会を設けるものとし 

業務体制を整備する。 

  （１）採用時研修   採用後１ヶ月以内 

  （２）継続研修    年４回 

  （３）その他の研修  年８回 ＊管理者が必要と認めた場合随時行う。 

２、従業者は、在職中および職を離れた後に於いても、業務上知り得た情報の秘密を保持 

   する。 

３、この規程に定める事項の他、事業所の運営に関す重要事項は、株式会社ティエスプラ 

ンと部門の責任者及び管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

第１３条 虐待の防止及び権利擁護 

 

事業者は、利用者などの人権の擁護・虐待の防止などのために、下記の対策を講じます。 

１、虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者・・・管理者 告野 伸剛 

２、成年後見制度の利用を支援します。 

３、苦情解決体制を整備しています。 

４、全従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を年 2 回以上実施していま

す。 

５、虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業員 

に周知徹底を図っています。 

６、虐待防止のための指針の整備をしています。 

７、従業員に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

８、サービス提供中に、当該事業者又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等) 

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市区町村 

に通報します。 

 

第１４条  ハラスメントについて 

 

１、事業所は適切な指定訪問介護、介護予防・日常生活総合支援事業の提供を確保する観 

点から、職場において、行われる性的な言動または行動は優越的な関係を背景とした 



言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員の就業環境 

が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。 

２、事業所は、指定訪問介護に関する緒記録を、サービスを提供した日から最低 5年間は 

保存する、ものとする。 

 

第１５条 衛生管理等 

１、通所介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

２、事業所の設備及び備品などについて、衛生的な管理に努めます。 

３、事業所において感染症及び食中毒が発生、又は、蔓延しないように、次に掲げる措置 

を講じます。 

（１）事業所における感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための対策を検討する 

委員会をおおむね 6ヵ月に 1回以上開催するとともに、その結果について従業 

員に周知徹底しています。 

（２）事業所における感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための指針を整備して 

います。 

（３）従業員に対し、感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練を定 

期的に実施します。 

 

第１６条 業務継続計画の策定等について 

１、感染症及び食中毒や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提 

を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業 

務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

２、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定 

期的に実施します。 

３、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま 

す。 

 

第１７条 事業計画・財務内容等の閲覧について 

１、事業計画・財務内容等の閲覧に関して、ご希望される方に閲覧を許可しています。 

閲覧をご希望される方は職員までお声かけください。 

 

 

 

附則：この規程に於いては令和６年４月１日から施行する。 


